
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  返還不要の入居保証金の収益計上時期            

Ｑ：当社は、今期から不動産賃貸業をはじ

めます。返還しない入居保証金は、いつのタ

イミングで収益を計上すればいいのですか？                         

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

会社が、不動産の賃貸借契約等に基づいて

受け入れた保証金や敷金が単なる預かり金で

あって、返還を要するものであるときは、預

り金として益金の額に算入する必要はありま

せんが、期間の経過その他賃貸借契約等の終

了前における一定の事由の発生により返還し

ないこととされているものについては、その

返還を要しない部分の金額は、その返還しな

いこととなった日の属する事業年度の益金の

額に算入しなければなりません。 

したがって、例えば、一定期間が経過する

ごとに保証金等の一定部分を返還しないこと

とする契約のものや、保証金等を収受した時

点で実質的に返還を要しない内容になってい

る契約については、一定期間の経過ごとに、

又は賃貸借契約を締結した時において収入が

確定することとなり、その確定した時点にお

ける確定した金額を、そのつど収益として計

上しなければなりません。 
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